
 

             

 

高浜第二小学校と高浜第三小学校との統合による新設校説明会 質疑応答要旨 

平成２３年１１月１９日（土）開催 

 

【仮校舎（高浜第二小）について】 

 Ｑ 今年度に行った、仮校舎となる高浜第二小学校の修繕について教えてほしい。 

 Ａ 学級数の増加に伴い使用する教室数が増えるので、それに対応して普通教室として 

   使用できるように修繕した。具体的には、扇風機の設置をはじめとした備品整備が 

   主である。 

 Ｑ 仮校舎（高浜第二小）の耐震についてはどう対応したのか。 

 Ａ 千葉市では、耐震強度を示すＩs値の低いところから順次、耐震補強工事を行っている。  

   高浜第二小はＩs値が０．６以上であり、現時点で高い耐震性を持っている。 

 Ｑ 「安心」ということで理解してよいか。 

 Ａ Ｉs値からすると高い耐震性を持っているので、そのようにとらえていただいて結構で 

ある。 

 

 【通学路について】 

Ｑ 通学路のなかに信号機のない交差点があるが、どのように対応していくのか。 

   Ａ 信号機と横断歩道についての管轄は県警、ガードレール等は市土木事務所の管轄である。 

     これらの管轄に対して、学事課が窓口となって学校からの要望を出している。ただ、 

信号機については県内でも数が限られている状況があり、なかなか難しいが、子どもの 

安全優先ということで、今後も要望をしていく。 

 Ｑ 保護者会でも安全確保に努めていこうとしているので、教育委員会としても協力いただ 

きたい。 

   Ａ 学校とも十分連絡を取りながら努力していきたい。 

Ｑ 通学路の安全確保という面では「樹木の伐採」も入っていたと思う。中高浜公園の樹木 

は鬱蒼としており、不審者も出るとのことであった。また、その他の場所でも、街灯を 

邪魔している樹木もあり、かなり暗くて心配である。これに対して対策をしているのか。 

    Ａ 学事課に要望を上げていただければ、取りまとめて公園緑地課などに申し入れをする。  

市営住宅等の場所については申し入れ先を確認の上で対応していきたい。 

   Ｑ 実際に通学路については歩いていただき、確認をいただきたい。  

   Ａ 既に現地視察等を実施し、状況把握を行っている。今後も続けていく。 

 

【学区外通学承認について】 

Ｑ 学区外通学承認について、その手続きについて教えてほしい。また、未就学児の家庭に 

ついてはどのように知らせているのか。 

   Ａ 学区外通学承認は、申請をしていただき、認められた場合に学区外通学ができる。 



 

             

 

区役所市民課または学事課へ申請書を提出してもらう。この統合に伴い、今年度につい 

ては学校と連絡をとりあって、学校でまとめて行っている。次年度以降は、他地区と同 

様の手続き（区役所市民課または学事課へ申請書を提出してもらう）で進めていく。 

ご家庭には、学区外通学について千葉市のホームページでお知らせしている。 

 Ｑ 高浜３丁目については、ずっと学区外承認として磯辺第二中（統合後は統合中）に行く 

ことが認められるのか。 

Ａ 住民の要望により「学区外通学承認地域」となった経緯がある。要望により「学区外通 

学承認地域をはずす」となれば対応するが、それが無い場合は、「学区外通学承認地域」 

として継続することとなる。 

  

【統合に伴う教職員等の配置について】 

Ｑ 統合校安全指導員（統合に伴うスクールガードアドバイザー）が配置されるということ 

であるが、仕事内容はどのようになっているのか。信号機のない場所等の危険箇所に 

立ったり、巡回をしたりしていただけるのか。 

    Ａ 統合にともない学区が広がるため、「児童の通学の安全確保」ということで、１年間 

      お願いしてやっていただく。専属のアドバイザーということになる。配置については 

運営する学校と保護者で協議した上で決めていただく。他地区では、「信号機のない 

場所等の危険箇所に立っていただくことや巡回していただいている」ところもある。 

   Ｑ 学校の要望と協議により動いていただけるという認識で良いか。 

   Ａ その通りである。 

   Ｑ 教員の配置についてであるが、統合による加配２名を加えて非常勤教員を配置すると 

     いうことで理解して良いのか。 

   Ａ 県費負担教員（正規教員）の配置ができればそちらを優先し、これがつかない場合には 

非常勤教員をつけていくということである。 

   Ｑ 県費負担教員（正規教員）の配置ができた場合、学級を開くことができるのか。 

   Ａ 一定の児童数（３９人以上）があり、且つ、学校長が「開級が必要である」と判断した 

場合、配置された県費負担教員（正規教員）を活用して開級することができる。 

 

【近隣校について】 

Ｑ 高浜第一小学校の児童数について教えてほしい。 

   Ａ ２３年度は、５月１日現在で、１年生：３８人（２学級）、２年生：５１人（２学級）、 

３年生：５１人（２学級）、４年生：４５人（２学級）、５年生：８１人（３学級）、 

６年生：５７人（３学級）であり、全校：３２３人（１３学級）である。 

   Ｑ 高浜第一小学校の外国籍の児童の割合はどの程度なのか。 

   Ａ 手元に資料がないので、確認後、改めて回答する。 

      ※正確な数値は出せないが、約３割の児童が外国籍である。 



 

             

 

   Ｑ 高浜中学校の教員のうち、異動（転勤）希望を出した人数と実際に異動した人数はどの 

くらいか。 

   Ａ 手元に資料がないので、確認後、改めて回答する。 

      ※異動希望を出した人数は公表できないが、２２年度末に実際に異動した先生方は、   

定期異動を含め５人（内１名は定年退職者）である。 

   Ｑ 資料では今年度の高浜第三小学校の学級数が「６」となっているが、実際は「７」学級 

     であるが、いかがか。 

   Ａ ご指摘のように、実際は学校事情により「７」学級である。訂正をお願いしたい。 

      ※ホームページに掲載する資料については、修正したものである。 

 

【跡施設について】    

   Ｑ 仮校舎としての使用終了後の高浜第二小の跡施設についてはどうなるか決まっている 

のか。 

   Ａ 現在は決まっていない。 

 


